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幕末期越前藩藩政改革路線に関する一考察

— 横井小捕「国是三論j をめぐって——

高 木 不 二

はじめに

1960年代後半から幕末期藩政改革研究は停滞期に入った。その原因は，一つに幕藩制国家論が階

級闘争と国家変革のかかわりを追求する問題意識から，主に「世直し状況J 論を軸に展開され，幕

末 • 維新期の政治過程分析への関心がうすれたことにあるであろう。もう一つは，戦後の明治維新

政治史研究の到達点の中から，藩政改革及び藩政改革派が維新変革にとって否定的媒介にすぎなか

ったという結論が，強くうち出されてきたことによると考えられる。

だがそうした中で，最近再び新しい視角からの藩政改革研究が浮上してきている。それは，幕藩
( 2 )

制国家の解体過程を幕藩関係から見る立場にたって，藩政改革をみつめ直そうとするものである。 

それは一方で西南雄藩中心の藩政改革研究を脱却せんとする動きを伴っているが，本稿も基本的に 

はこの立場にたつものである。

しかし本稿は藩政改革自体の分析に関して，そのもつ多様なあり方を重視する視点をあらたに付 

加していきたい。それは多様な政策内容への着目を前提としつつも，さらにそれらを体系的にとら 

えることによって，外圧を含めての封建的危機に対応する，藩権力の多後な対応の里を積極的に見 

つめていくということである。これは藩権力が「内憂外患」をいかに認識し，いかに対応するかは， 

藩をとりまく内外の政治状況• 地域的経済偏差• 幕藩権力体系に占める藩主の位置•為政者の政治 

思想などとのかかわりの中で，権力独自の論理にもとづくさまざまな対応の仕方がありうるとの認 

識に立つからである。

そしてそれは最終的には，多様な藩権力の対fEの型= 藩政改革路線が，幕藩制という体制的枠組 

や幕未という経済的発展段階，及び階級間矛盾の深度，さらには外氏の性格などの客観的歴史状況

注〔1 ) 芝原拓自『明治維新の権力基盤』 （お茶の水* 房 •1965),田 中 彰 『幕末の藩政改革J (墙* 房 - 1965)。
( 2 ) 乾 宏 已 .井 上 勝 生 r長州藩と水戸藩J び岩波講座日本歴史J 1976所収)，長野ひろ子r諸藩の藩政改革J (r講座日本 

近世史』有斐閣，1981所収）をあげておきたい。
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の中で，全国的レベルに於ていかに陶汰され展開され，いかなる政治運動と結びついて幕藩制国家 

の解体にかかわっていくのかを見きわめることを目指すものである。

だが本稿ではそこに向けてのささやかな一歩として，とりあえず越前藩の安政改革から文久改革 

への改革路線の移行• 展開のプロセスについて，万延元年（1860)末越前藩是として採用された， 

横井小捕の起草にかかる「国是三論」を素材として具体的に検討を行ってみたい。

「国是三論J については，横井小桶の思想研究の一環として既にいくつかの有益な論考がみられ
( 3 )
るが，本稿では藩是としてのr国是三論」を問題とする以上，一度これを徹頭徹尾越前藩政史の中 

に位置づけてみつめ直す視座を堅持していきたい。

従って以下，まず I■国是三論」が成立し藩是とされるに至るまでの越前藩政を，安政改革期を中
( 4 )

心に必要な限りふり返ることから出発する。

「三田学会雑誌j 75巻 3 号 G982年6月）

1 「国是三論」の成立と藩是化の背;tl

越前藩安政改革を貫く柱は三つあった。一つは極端な"節儉政策，，。二つは軍制• 兵器.戦術面で 

の洋式化をめざす"軍事改革’’。三つは強力な"文武奨励政策"である。

このうち節徐政策と文武奨励政策は，天保期ことに藩主松乎慶永襲封以後，藩財政の窮乏に対処 

する中で鋭意おしすすめられてきたものであり，もう一つの軍♦改革につ い て は ，弘化.嘉永期以 

来外を意識しつつ幕府からの指示を受ける中で，既に基礎がおかれていたものである。

越前藩安政改革は， 、わぱこうした天保期以来の政策の複合としての政策内容をもつものであっ 

たが，ペリー来航という癸丑シ ョ ッ ク に 敏感に反応する中で，改革は単なる政策の複合にとどまら 

ず，一つの政策体系として昇華されたものとなっていった。それは結論的に言えば，財政再建をは 

かると共に願奢に流れる人心をひきしめるための"節儉政策" と，もう一方でおしすすめられた"軍 

享改革" を基礎として，さらにその上に藩校を核とした"文武教育"を推進して支配階級主導のもと 

四民のr心力」を結集し，究極的には藩権力を介して強固な全国的防衛体制を確立して，外BEに対 

抗しようとするものであった。

その時藩権力が政策体系の要にすえたのが，安政2年 （I855) 6月あらたに設立された藩校明道 

館を媒介とする"文武奨励政策"であったのである。これに依り，藩士を主な対象として有能な人材 

言成をはかりつつ，封建的イデオロギーを注入すると共に，士気を鼓舞し，さらには軍*に関する 

研究• 教育を行って軍事改革の促進をもはかったのである。

つまり一藩段階において，より高次の政治. 軍事体制をつくるための最大のテコとして，文武政

注（3 ) その代表として松浦玲『横井小捕』 （朝日新聞社.1976)をあげておく。
( 4 ) 本稿は先稿r越前藩安政改革について一学校政策を中心に一J (『史学』51卷 3 号 . 1981)の延長上にあり，それを補 

足するものである。 ことに安政改革については，先稿をあわせて参照されたい，
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策が位置づけられていたのである。

次に改革内容に関して注目すべきは，"節檢政策’’に付与された積極的な意味である。越前藩安政 

改革は，ま国から強兵へという改革コースを，意識的に否定するところから出発した。富国は「偷 

安J の気風を生み，強兵にはつながらないというのである。そしてその時採用される経済政策は， 

"節倫政策"でなければならなかった。かくして，幕府をも当惑させ他藩の亀鑑ともなったという， 

安政期越前藩の「格外」の 「省略」が必然化される。 それは安政元年（1854) 6月10日に国許で出
( 5 )

された，向う10か年間の儉約令に象徴されるものであった。

つまり安政期越前藩における節儉政策は，財政再建に向けての単なる消極的な経済政策ではなく， 

さらにすすんで商品経済の展開を阻止しつつ封建道徳を浸透させ，士気を昂揚して外圧に対処する 

ための一大基礎政策として位置づけられていたのである。

つづいて，従来の研究が高い評価を与えてきた'‘軍* 改革’’についてみてみよう。その内容は陵軍 

を主な対象としているが，（1)鉄砲隊編成に向けての軍制改革，②軍備の洋式化や海岸防禦施設の整 

備，（3)洋式装備に対する軍事技術訓練及び洋式兵制を取り入れての軍享調練，（4)統器•弾薬の藩 

内生産，といったものである。だがこのうち，安政段階で成果をおさめたと思われるものはせいぜ 

い(1)ぐらいであり，他藩の改革に比べて特に注目に値するものがあるわけではない。

ことに(4)については『福弁県史』 （福井県編. 1920)において，安政4年ひ857) 11月城下に大規 

摸な統砲製造所がつくられ，以後生産能力は飛躍的にたかまり大成功をおさめたとされて以来，成 

功説が定説化しているが，安政5年以後も統器を大量に海外から買いつけていること，又统器を武 

器として機能させる上で不可欠の火薬生産が失敗していることなどを考えあわせるならば，その過 

大評価はつつしむべきものと思われる。

最後に，以上のような天保期以来の改革の集約とも言うべき内容をもつ越前藩安政改革が，外圧 

を主要契機に始められ，従って全国的防衛体制の確立をめざす中央政界での政治運動一それは最終 

的には将軍継嗣運動に帰蓉する一と同時並行的に行なわれた，ということはやはり指摘しておかな 

けれぱならない。その時両者の関係は相互規定的であったが，どちらかといえぱr幕政改革J 運動 

力：「藩政改革J を規定する側面が強かったということも，後の文久期の藩政改革との対比で銘記さ 

るべきであろう。

こうした安政期藩政改革の理論的指導者として，従来の研究は等しく橋本左内に英雄的地位を与 

えてきた。だが上述の如き政策体系の枠組は，既に安政2年初頭の段階で固まっており，その立役 

者は翁木主税であったと察せられる。 鈴木は禄高450石の中級藩士であるが，天保13年 （1842) 以 

来寺社享行• 側向頭取• 側縮役を歴任し，嘉永4年いったん役職を解かれたが，翌年には金津享行 

となり，嘉永6年 （1853 )ペリー来航と共に幕府の諮問に対する答* 作成に際して出府， にわかに

注（5) 「家譜」百九十五（福井郷土歴史博物館蔵)。

—— 217 (4 4 5 )——



藩中枢に返り咲いていた。以後1■御省略掛りJ として，江戸. 国許に於て大節後政策を主導し，ま

た文武政策の核となった藩校明道館の設立を主に「規画」したのも彼であったという。

左内の藩政への参画は，除木の死後安政3年も後半のことであり，しかも当初は明道館関係のこ

とにその職掌が限られていたことを無視すべきではない。そこでの左内の施策は，やがて安政改革

を象徴する迄になっていくが，それは結果においては左内が文武政策を改革政策の要とする従来の

改革路線の中で，一層強力にその改革を推進する役割を担っていったことを意味していた。

安政4年も末になり，彼の藩政への影響力が浸透し，藩論が完全に開国論に転回すると共にその

交易言国論も採用されてくるが，これが従来の藩政改革路線（それは政策体系に具体化される。）を根

本から否定するものであったとは考えにくい。即ち，翌安政5年5月幕府から滞府を命ぜられた藩

主が発した藩政についての指示においては，依然としてr治教一致J をめざしr明道館文武之享J

を重視せんとしているのである。つまり左内のま国論は，節儉政策と相反するぺクトルを可能性と

して内包していることは否定できないが，それが藩内での商品経済の展開の積極的容認と結びつい

た具体的改革策の提示を通じて，従来の政策体系を破壊するまでには至っていないのである。

ちょうどこの時期，明道館に賓師として招かれ福弁に入った横弁小捕は，当時の越前藩の状況に

ついて，藩内はr人心不処合J であり，その病症を生んだ原因は「水府J の 「余毒J 即ち「水毒J
( 8 )

にあるとの診断を下している。「水毒J とは，具体的には水戸流のr文武節儉之押懸け」，即ち:武 

の 「詰」を設け，藩権力の強権を背景に出席を強制するような形で行なわれる藩校教育と，極端な 

「節徐」を藩士 • 庶民に強要する縮小均衡的経済政策に象徴されるものであった。越前藩安政改革 

は小桶の目からみて，まさに「文武節儉之押懸けJ に要約されるものであったのである。

2 「国是三譲」の成立と落是化の背長n

ところが安政5年7月，将軍継嗣運動に最後の精力を傾けていた藩主慶永が，幕府から隠居•急

度慎を命ぜられるという* 件が勃発した。するとこれを契機に，藩内では改革に不満を抱く保守派

が動きを始め，安政改革派は後退を余儀なくされ，それと共に改革路線の変更も不可避となった。

まず改革派は10月以降みずからの手で，明道館運営に関して藩権力の直接的介入をやめることと

し，又文武詰の制度を解除すろなどその軌道の根本的正を行った。同時に節儉政策についても，
(9)

11月家中に享* 触の「# 用御免」が触れられるなど路線変更が始められていったのである。

即ち藩主受謎にともなって，文武政策と節廣政策という安政改革の二つの大きな柱はくずれ,そ 

の政策体系は冗解していったと見做しうる。この瓦解は，藩内改革が藩内改革として完結せず，中

r三田学会雑誌J 75卷 3 号 （1982年6月）

注（6) r剝札j (福井県立図* 館蔵)。 '

( 7 ) 『ま 答 紀 （東京大学出版会• 198の 202〜204頁参照。
( 8 ) 山崎正董『横井小桶遺稿篇』 （明治* 院 •1938,以 下 『遺稿』と略す。）262頁。
( 9 )  「家譜j 安政五年戊午茂昭様御代下（福井県立図* 館蔵)。
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r剝ネU 。
日本史籍協会編『橋本景岳全集J (1939,以 下 『景岳全集J と略す。）1060頁。 
横浜市編『横浜市史』 （1977)第二卷付表T横浜町人録 
r福弁藩庁記録j (福井嚴立図* 館蔵)。

219 (447)
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央における政治蓮動と不可分の関係にあったという，越前藩安政改革の基本的性格に起因するもの 

であった。勿論このことは，改革政策それ自体が商品経済の展開と，それに伴う土民の行動様式の 

変化という歴史的客観状況に対応、しえないという要因の存在を否定するものではない。

だが改革派の自己修正というかたちではすまなかった。翌安政6年 （1859)冬，将軍継嗣運動 

のための京都工作の責を問われた橋本左内が死罪に処されるようなきびしい幕府の力の下で，安 

政改革派首脳の辞職が実現することとなる。即ち10月7 日の左内処刑をはさんで，10月5 日には保 

守派家老泊山城と共に安政改革派の中心であった家老本多理が，11月5 日には側用人中根鶴負が 

相次いで「商]役御のとなっている。これがr中君〔慶永一高木〕の御冤を享雪候には，幕府の疑を 

解くにあり，此疑を解には参謀の臣を除くにあ^iij)として，慶永側近の引責辞載を求めてきた保守 

派による，無理心中的人* であったことは察するに難くない。

このように幕府の圧力を受け安政改革が解体する中で，越前藩はあらたに藩政再建に乗り出さざ 

るをえなかったのである。

慶永受謎後の藩政の推移については，史料が乏しく十分明らかにしえないが，新藩主茂昭のもと 

で中間派の家老松平主馬. 本多飛驛が主に執政をリードし，長崎. 横浜への動きを含め，言国をめ 

ざす経済政策に重点を置いた施策を行っていったようである。これを担ったのは，享行長谷部甚平 

. 製造方頭取三岡八郎ら経済吏僚層であったが，彼等は左内の富国論からの影響を素地として小掩 

のま国論に接する中で，いちはやく節險思想を払拭し，積極的な言国策を展開していったものと思 

われる。

越前藩の言国策実施については，安政5年冬ごろからいくつかの動きがみられ，安政6年に入ろ 

とそうした動きが卷実に具体化されていく後子が確認できる。

まず開港したばかりの横浜において，藩出資の石川星が営業を開始している。石川屋は本町5丁
ひ2)

目に90坪の土地を拝借し与助を支配人として生糸をはじめとする諸商品を取り扱っていた。これ

が実際は，越前藩制産方支配下の「横浜商館J であったことは， 翌万延元年（iseo) 3月与助のあ

と支配人となった全右衛門（本名岡倉覚右衛門. 福井藩士）が受けた， 次のような辞令から明らかで
(13)

ある。「制産方御内用在之候ニ付立替之上横浜商館手代勤被仰付J。

こうした藩外ことに横浜. 長崎など開港場の販売拠点の確保と並行して，藩内では「産物御端立J 

を促すべく r制産方J の整備• 充がはかられた。制 （製）産方については，その設立時期は不明 

であるが，安政6年7月には府中毅冶屋に对し，打物を西国筋へ独占的に移出する世話を制産方が

注(10) 

(11) 

(12) 

(13)



「三田学会 雑 誌 J 75巻 3 号 （1982年 6 月）
( 14)

行う旨を達しており，これ以前の設置は確認できる。この頭取には三岡A 郎が任命されていたと思 
(15)

われるが，さらに8月には參行長谷部と享行ま郡參行勝木十蔵が制産方頭取同様心得を命ぜられて

おり，その組織の整備. 拡充がなされていく様子がうかがえる。府中にはおそくとも9月迄に制産

役所が設けられ，地元の豪商松弁友松らがその元蹄役にあたり， 藩側（制産方）の後援を得て打ヌ

物の販路拡張に尽力したという。

このように安政6年から万延元年にかけて，制産方を核に対外交易をも含めた流通対策を通じて，

藩内商品生産の保護育成策が積極的に展開されていったのである。

かくするうちに万延元年桜田門外の変を契機に井伊政権が倒れ，代わった久世•安藤政権のもと

で，9月前藩主春嶽（慶永）の慎が一応解除された。 これと共に，春嶽に藩政の主導権を復そうと

する中根勒[負らの動きが活発化し，これが当時の藩首脳との間に摩擦を生じ，やがて人享問題に端

を発する"東北行違事件" となって爆発するのである。その経過は省略するが，この事件を契機に小
( 17)

桶の尽力もあって春嶽の復権がかない，かえってr人心も合一」し，新政が開始されることになっ

た。この時に横井小捕によって起草され，藩是として採用されたのが他ならぬ「国是三論」であっ 
(18)

たのである。

そして翌文久元年（1861)1月22日には新政権が発足し，中根が側用人に， 又保守派の巨魁泊山 

城が家老にそれぞれ返り咲き，參嶽を頭にいただく形での挙藩体制が実現している。

以上の考察から， 「国是三論J が成立し藩是として掲げられるに至った背景として，次の三点を 

確認しておきたい。（1)安政5年藩主受謎に伴う安政改革路線の解体と，中央政界との陽絶。（2)その 

後，経済官僚の主導による対外交易を含めた積極的な交易富国策の開始。（3)さらに万延元年末"東 

北行違* 件"を契機とした，前藩主卷嶽の復^8と挙藩体制の成立。

3 r国是三！!」（天)富国譲について

r三論J が冒頭全体の4割を越える紙幅をさ い て富国論を説きおこしたことの意味は，結論的に 

言うならぱ次の点にある。

それは「節廣J を基本とした越前藩安政改革期の基本的経済政策を否定し，前藩主受謎後開港場 

をはじめとして鋭意すすめられつつあった交易言国策を，左内の言国論の梓を越えて積極的に推進 

すると共に，さらにそれを全く新たな理念のもとに，改革の政策体系の要に据え直すことを宣言し

注( 1 4 ) 武生市編『武生市史』 C1974)資料編[毅冶仲間記錄J 278頁。
( 1 5 ) 三岡は安政4 年 1 月18日製造方頭取に任命されているが，万延元年3 月 3 日あらたに$ 行役見習を命ぜられた際の辞 

令 に は r制産方頭取其假被仰付J とある。（「士族略履歴イロハ引J 福井県立図* 館蔵)。
( 1 6 ) 『武生市史』資 料 編 「人 物 • 糸 譜 • 金石文] 134頁。
( 1 7 ) 『遺稿』336頁。
(18) r国是ミ論J (以 下 「三論」と略称する。）の成立時期については，松浦玲氏がr万延元年十月より早くはないJ ( 『横 

井小捕』173頁）のではないかと考察されているが，筆者もこの説に従っておきたい，
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たということである。以下「三論」の論理展開を追うなかで，この点を検証していきたい。

まず開国• 鎮国それぞれの利害について，現実の社会• 経済状況に即して語られていく力:，重点 

は鎖国の害の指摘にある。それは「太平年久敷に随ひ願奢に成行J 勢が必然化し，そうした中でこ 

とに大名は參勤交代はじめ「諸用J を背負って，困窮におちいることを免れない。このため「鎮国 

封建の制J のもと，各大名は他藩を顧慮せずr一国一郡を鎮閉J して利政聚敛を強行し，さらには 

「諸土の參禄を借りJ, f■豪農ま商」「細民J までも収奪せざるをえなくなるが，それがやがては「民 

心離族J 「一挨」を招くことは必定である。

それを回避すべく藩権力は「大節僚J を行い，士民にも「厳令を下し華屋を毀ち美服を剝て質朴 

の古風に復J すことを求めるが， 「奢侈已に気習となって奢侈たる享を思J わない「時風J ゆえ， 

r節僚を以て困難奇酷の新法の如く心得」，人心のr仏戻」は避けえない状況になる。鎖国を墨守 

せんとし，外寇が必至となる時勢のもとで，このようなr殆困極せる国勢を以て兵備を厳にし或は 

離叛或は払戻の土民を駆て防禦の策を建壤夷の功を奏せん享甚以無覚束次第J と述ぺている。

この鎮国弊害論は，商晶経済の展開に伴う幕藩制の矛盾の深化の指摘と，それに対応するに復古 

的 • 反動的政策をもってすることへの批判という，一般論に遺元されて理解されてしまってはなる 

まい。ことに藩是としてのこの筒所の持つ意味を考えるならぱ，越前藩が藩内における商品経済の 

展開という歴史的客観状況を認識せず，天保期財政再建のため津留政策をとり，また安政期には对 

外防衛態勢の強化に向けて，「大節儉J 政策をとったことへの批判を読みとるべきであろう。

議論は次に，ではいかなる方向に経输は行われるべきなのかという問題に移っていく。鎮国.封 

建制のもとでは，いかに明君ありても自ら倫してr緣に民を虐ざるを以てJ 仁政とするまでで，良 

臣と言うも「土地を蘭.き府麽を充るを務J とし，結局は「民賊J たるにすぎない。又民間の生産に 

ついても， 「搬出する先々に限りあれば出す事多ければ，必其物品を塞滞し其価を卑して或は蔡商 

の詐術に落ち大に価を減ずる享あれぱ民も力を労するに倦て勉励せず」， 従ってr官府亦大に産を 

制する事を得ずJ という状況が生じる。

そこで「三論」はこうしたA 方ふさがりの状況を突破すべく，鎮国を挑することを主張する。郎 

ち 「方今交易の道開けたれば外国を目的とし信を守り義を固して通商の利を興し財用を通ぜぱ君仁 

政を施す事を得て臣民賊たることを免かるべしJ として，積極開国交易にもとづく封建制= 藩体制 

の建て直しを提起するのである。

その時次のような具体的方策が提起される。

「五穀租税の外并糸• 麻 • 格.漆の類を初想て民間に生産する処旧来悉く商賈の手に売渡す故 

に其価尤贱く，就中蒸商に逢へぱ種々の欺詐を受て其半価を得て止む者も亦多し。□是を官府 

に収むぺし，其価は民に益ありて官に損なきを限とし，官に於て別に利を見る享なけれぱ民S

注( 1 9 ) 以下の引用は特に注記しない限り，す べ て 『遺稿J 中 の r国是三論J からの引用である。
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『遺稿』348 . 349頁。 
r奉答紀享J 27〜40頁。 
『景岳全集』449頁。
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ら其恵を蒙るべし。

但横浜. 長崎等より物品月々の相場を聞調べ，民間にて売る処の相場に引当，諸港への運賃 

其余の雑費を加へ官庶に損なくぱ民の乞ふに任せて精々高価に買ぺし。」

まず商品経済の展開を「天地の気運」として肯定し，むしろその結果として広く浸透した民間レ 

ベルでの"功利的"マインドを前提として，これを積極的に利用して経済政策をすすめていこうとす 

るのである。これは農民に対しr節倫」を說き，功利の弊風を除くべく鄉校教育を促進しようとし 

た安政改革からみると，180度の方向転換であるといえる。そしてそのための最良の手段として， 

「官府」=藩権力による生産物の独占的買上げが説かれ，又これが对外交易への藩権力の独占的タ 

ッチとセットになることによって，小商品生産者たる農民を「蔡商J による中間的摊取から保護す 

るとともに，官府の対外交易利潤の独占を可能にしっっ，民間相場に比べての高価な買上げを保障 

し，全体として民間の労働意欲を減殺しない流通システムが完結することになる。
(2の

そして実はこの方策は，万延元年末の段階で制産方の指揮の下r第一大問屋」という「役所」を 

設けて民間の諸生産物を買上げその移出をはかるなど，前述した安政6年以来の経済政策の延長上 

に，既にある程度の実現がみられっっあったのである。

次いで「三論」は，緊縮経済によって停滞している民間の小商品生産を積極的に始動•回転せし 

むべく，生産者への資本の前貸しを説く。そしてそのための財用は， 「堵銀J ニ藩札をもって行う 

べしとする。

だがこの銀札発行にっいては，越前藩は財政再建問題とのかかわりの中で，天保改革期以来手痛

い経験を重ねてきていた。 ことに過札（過剰発行）と，正金引替えレートの引下げにっいて，天保

10 .1 1 . ひ年と再三幕府から詰責を受けており，安政期にもこの問題は再燃し，同4年頃迄によう
(22)

やく鎮静化したばかりであった。そのため「三論J の説明は詳細をきわめている。

rもし樁銀増溢の恐れあらぱ，正金を以て銀局或は司農局に就て堵銀を買ふて其用に給せぱ官

J F■ん 翻 -r後 ハ ✓'■リ 国 産 の 内 糸 . 菜糖合せて十万余金なるぺし。此二種を仮に官府の扱ひと見ても験数の正 
附 語 局 の 朕 © も 疋 ぜ 题 て 侯 つ へ し 。 金にして是に換る銀札の製造も容易ならず.又製造出来る共年々の事となりては銀札通

多の憂もあるぺけれぱ地張損益の斯两あるべき事也• 乍併物ffiの* きに随ひ通用金も多からざれぱ世上の融通逼迫にして諸人の雜洗なれぱ， 
銀札出来の員数も鎮国の了見を以て量りては不釣合なることとなるべし。鎮国の昔日も鎭札を以て為替に組めぱ銀札頓て正金となること今曰
に同じき様なれども，哲の為替は前以懸合約束有て今日のごと <際限なぎ事には至り難し。且為替の正金多く江戸の用となりて国中の益とな 
る事なき故，銀札を出すこと多けれぱ銀局の障りとなる恐ある故，今日の如く盛大の融通には至りがたし。今は品物さへあれば外国B当に壳

込故恰も塵芥を海河へ流すが如< • 紙札の正金に化する 
こと聊指支あることなきは交易の開けたる利益なり。」

即ち過札や相場低下の問題は，正金が確保されれぱ問題にならないこと，そしてこの正金は，藩 

札が資本として拡大再生産過程の中にうまく回転すれば確実に増大すること，しかもそれは海外交 

易が可能となった現在十二分に実現の見込みがあることを訴え，過去の怪我にこりての鎮国時代の

r三田学会雑誌」75卷3号 （I982年6月）

注〔20) 

(21) 
(22)



消極論を精綴に論破している。

以上が「三論」の富国策の梗概であるが，その要点は(1)海外交易の積極的活用，（2)原則として官

府による対外商品流通の直接的掌握，（3)銀札発行による生産者への資本の融通，の三点につきる。

だが既述のとおりこれらの施策は既に実行にうつされつつあり，従って「三論」の狙いは，これ

を理論化することを通じて，その正当化をはかることにあったと言■えよう。

しかし「三論」言国論の眼目はそれにとどまらない。否，最大の眼目はむしろそうした言国策の

実践を， 「政享J 上の最重要課題として提起するところにあった。

即ち r三論J 富国論の最後に， r政事といへるも別ぎならず民を養ふが本体」であり，これは古

今東西を問わぬものであるという主張がなされているのである。ここに安政改革と対照的な文久改
(23)

革の理念が鮮明に言いあらわされている。つまり安政改革においては， 「政享の根本J として学校 

が位置づけられていたことから分るように， r政享J はきわめて政治的•イデオロギー的次元にお 

いて把えられていたのに対し， 「三論J は r政享J を r民を養ふJ こととしてすぐれて経済的次元 

において規定することによって， I■政享J 認識のコペルュクス的転回をはかったのである。

そしてこの時ま国策は，他の諸政策に優先するものとして位置づけられたのであるが，実は同時 

にこの新たなr政享J 認識の地平から， 「三論」の痛烈な幕政批判もとび出してくるのである。

「三論」が為政者ことに大名による「政* 」を優先する立場にたつ限り，参勤交代はじめ諸役の 

賦課を通じて大名の経済基盤をおびやかす幕政を， 1■私営J として批判するに至るのは必然の流れ 

であった。

松浦玲氏はこうした露骨な幕政批判を含む「三論」力’、， r万延元年十月の時点で越前藩という一
(24)

つの藩（それも家門筆頭）の 『国是』として決ったという意義は，軽視できない。J と指摘されてい 

るが，この前提には安政の大獄をはさんで，前藩主慶永の受謎と，その後の慶永の藩政における復 

権という♦実があったことを想起する必要があろう。幕府から罪を受けた前藩主の正当化と，幕政 

批判の国是化が表裏一体の関係にあることは敢えて指摘するまでもない。

4 r国是三编J (地)强兵論について

強兵についてのr三論J の主張は海軍振與論に始まる。即ち r当今航海大に開け海外の諸国をも 

引受ずしては適はざる時勢と成りては，日本孤島の防守は海軍に過たる強兵はなし」と説くのであ 

る。これは弘化• 嘉永期から安政期にかけて軍制改革を推進し，西洋砲術の摂取につとめ，洋式調 

練を行ってきた越前藩の頭の中にある，陸軍中心の強兵観の弱点をつくものであった。

そしてその必要性を世界状勢から説きおこし，五大州に及ぶイギリスの冠絶，ナポレオン戦争を

幕末期越前藩藩政改革路線に関する一考察

注(23) r景岳全集J 110頁。 
( 2 4 ) 松 浦 前 掲 178頁。
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通じてのフランスの対抗，さらに新しくはアジアにおけるロシアの強大化と，それに伴う英.露の 

対立激化に説き及び，クリミヤ戦争そしてその敗北の結果として，ロシアの東方経略が進行しつつ 

あることをも詳細に述べるに至っている。

その上で「英 . 魯の戦争も亦数年ならずして日本海面に起らんとするの勢あり。此時に当って日 

本咽喉の地に在て其灌背大に，ニ国の強弱に関係すれば，ニ国必日本を争ふべければ日本の危険尤 

甚しといふべし。J と分析し，「海外の形勢如此日新月盛なるに日本独り太平の安を倫んで，廳兵 

を駆て児戯に等しき操練を享とすとも何ぞ敵傷の用をかなすべき。海軍を舍て防禦の策なき所以な 

り。J と断じている。このように！■三論」は正確な海外情報をもとに，シビア一な海外認識に立脚 

して海軍の必要性を強調していったのである。

なおこの海外認識に関して注目すぺきは，ロシアに対する厳しい見方である。 「魯国の日本に通 

じて盤敷を致し又暇夷の経界を論ず，其根拠知るべき也。」 という一文にそれは端的にあらわれて 

いる。そしてこの強い語気からは，やはり開国論に転じた後の越前藩安政改革派の対ロシア認識批 

判，なかんずく橋本左内の説いた有名な日露同盟論への批判を読みとることができる。

では海軍振興の具体策はいかなるものか。 「三論」は地理的条件の近似するイギリスを範として， 

ひたすら国をあげて策を講ずるほかはないとして次のように述ぺている。

「幕府もし維新の令を下し固有の鋭勇を鼓舞し全国の人心を固結し其軍制を定め其威令を明ら 

かにせば，外国の恐るに足らざるのみならず，時あっては海外の諸州に渡航し我義勇を以て 

彼が兵争を釈かば，数年ならずして外国却て我仁風を仰ぐに到らん。J 

ここでは幕府のリーダーシップが期待されているのである。勿論ここで言う「幕府」は，これま 

での幕府を無条件に前提とするものではないことは言うまでもない。

だが実は「三論」のこの筒所は，単なる海軍振興策の提示にとどまらず，それが新たな外交理念 

と結びついて論じられているところに大きな意味がある。即ち幕府が軸となって一国の人心を固結 

し，強兵を成し遂げた上で西洋の長略主義的r兵争J を解き， 「仁風J を世界に敷くべきであると 

さ れ て い る の で あ る 。

こうした高邁な道義的信念にもとづく外交論が，左内にみられたような戦略上の配慮から外交詐

術を弄し，日露同盟を結び，近傍の小邦を兼併する中で西洋列強の圧力に対抗せんとした外交論と，
(25)

対照をなしていることは偶然ではない。つまりここにおいて「三論」強兵論は，安政期強兵策の方 

法のみならず，その方向の転換をも求めているのである。

従って「三論」を藩是化した越前藩は，ロシアを含め海外状勢の認識をあらたにしつつ，海軍中 

心に強兵策の重点を置きかえると共に，朱子学的理念のもとに外交理念の根本的な転換を行う中で， 

安政期以来の強兵策の侵略主義的方向を脱却することをも宣言したことになる。

r三田学会雑誌」75卷3号 （I982年6月）

注(25) r景岳全集』550〜555頁参照。
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こうした総論に次いで， 「三論」は各論として，幕命のない現段階にあって一藩単位で出来る海 

軍振興策を提起する。それによれば，とりあえず士分の者をして航海に訓れしめ，「『コットルスク 

一ネル』等の異様船二三艘を造ってJ , 後日の海軍の用に供せよと言う。越前藩では安政6年段階 

で既にコットル船一番丸が竣工していたが，この安政期の成果を前提としつつ，これをさらに一藩 

強兵策の重点対象としておしすすめ，将来の国家的規模での海軍創設ぺのステップとしていこうと 

いうものである。

だが幕末において，ことに山崎学の影響の強かった越前藩においては， 「強兵」とは決して兵器 

や戦術などの客観的軍享力の問題ではなく，基本的にはあくまでr心力」の問題であった。それ故 

「先づ航海に®IIれて遂に海軍の用をなすべきは聞へたれども，是を強兵と称するは如何にJ との間 

いがなされる。これに对する答は， r土人をして武士道を講明せしむるに過たる強兵なしといへど 

も，其心胆を実事上に練磨することは海軍より善きはなしJ とされる。

その理由は，陸地防守では常に受身にまわり，兵の士気が盛りあがらないのに対し，海軍はr一 

船即必死の地にして士卒力を一致せざる享を得J ないかをであり，従ってI■羅兵をして強兵と変ず 

るも亦海軍に如くべからず」とされるのである。

ここてVD海軍= 「強兵」論は，一見他愛のない情神論にみえるが，これも外圧をひかえて「三論」 

が言国を最優先課題として提起しようとした時，富国は「倫安J の気風に通じ「強兵」にはつなが 

らないとする，安政期顕著であった「心力J 至上主義からくる藩内の根強い不信惑を取り除く必要 

から，強調されたものであることは容易に察せられるであろう。

5 「国是三論」（人)士道について

「三論」の士道論は文武の通弊批判から始まる。

r学者は武人のa 潤麓暴にして用ふるに足らざるを鄙しめ，武人は学者の高慢柔弱にして享に 

堪へざるを嘲り互に相容れず，治具〔文武一高木〕却て争端を啓き矛盾を* とするは，日本国中 

の通弊にして其道の原頭明らかならざるによれり。J 

こうした「学者J 「武人J の相互蔑視傾向の指摘は， 「日本国中の通弊J 批判である以前に，ま 

ず何よりも安政期明道館文武教官の実態批判であった。既に安政4年段階で，当時明道館学監同様 

心得であった左内が，館内の実状について「文士は武夫之粗暴偏狭を笑ひ，武夫は文士之柔弱怯懦

なるを嘲り...互に意地を以て角論に及ひ，遂に結党の勢成り，門戸の争を相始候半も難斗，此亦可
(26)

恐義に享存候。」と記していたのである。

左内によれば，その原因は教官に人を得ざる故とされたが， 「三論」によれぱ，それはもっと根 

本的な文武の考え方即ち1■其道の原頭」が明らかでないことに起因するとされた。

注〔2 6 ) 『景岳全集』259 • 260頁。
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では「真文真武J とは何かというに， r文武といへる享の古へ物に見えたるは言の大禹誤に帝舜 

の徳を称述して乃聖乃神乃武乃文といへり，是ぞ真の尊文の本義にして当時読むぺきの典故習ふべ 

きの武伎あるべくもあらず唯其聖徳の外に発せるを指し其仁義剛柔を形容して文武と云，素より徳 

性による* にて決して芸術杯に関るべき事にあらざるは勿論なり」とされる。つまり文武はr元一 

源」であり， 「'6法」= 徳性に因るものとして把えられないかぎり意味をなさないことになる。

それ故古代中■の三代にみられたような， 「洒掃応対より始て條己治人の道を教ゆるに想て徳性 

の固有に本づき人の人たる載分を尽さしむるま で に て ，ーツとして強為に1；る享」のない学校教言 

が理想とされ，その一方でr経史を記誦講論し武術を演習锻鋳する道場にし て ，法を立て制を設け 

智衛を以て諸土子弟を駆て強て業に就かしむJ るような形での文武学校教育は， 「治教に益J なし 

として否定されるのである。水戸弘道館にならって，文武館への詰を強制し，文武修業の実績が藩 

庁人事に際して加味されるような，安政期明道館教育体制への批判がここに集約されていることは 

言うまでもない。

だがこれにつづいてr三論」では，土たる者文学をし武術を学ばずしては，者涕忠信の道を知らず，

武士の本業をも忘れるに至るのではないかとの執換な反論が展開されている。この反論が，明道館

建学の精神を凝縮させたとされる「明道館之記」の冒頭の部分， 「凡天下之事物。莫不各有当行之

理。所謂道也。若夫父子之親。君臣之義。則之是也。蓋道者。雖人性固有。不待外求。自其非生知 
- 一 - r  (27) ー - ュ ー

之資。苟学而不明之。則気裏所拘。物欲為蔽。而不能电於夫当行之理也。J という考え方に全く照 

応していることは見逃せない。

答は次のようになされる。

「凡人と生れては必父母あり，士となりては必君あり。君父に享るに忠孝を竭すぺきは人の人 

たる道なる享を知るは固有の天性にして教を待て知るに非ず。其道を尽さん事を思ふよりして 

徳性に本づき条理に求め是を有道に正すは文の享也。其心を治め其胆を鋳り是を伎芸に験み享 

業を試るは武の享也。試業の姿は今の有様に異なる事なけれど術に縮りて心を治めんとすると， 

心に興って術に試ると，其原頭に本末の差違あり。」

これは道（理）を覚知しうる人間固有の天性の自律的発現を信頼し，文武修業は道の実践にむけ 

て人間がみずからの心をみがきあげる手段にすぎないという議論である。ここでの議論によって， 

文武修業を通じて他律的に人は初めて道を知るに至るとする立場から，強制的な形で学校教育を行 

おうとした安政期明道館の教育理念は，根本から否定された形となっている。

そして最後に， 「人々をして文武の真義を会得せしむべき」方法が開示されるに至る。

三代の如く「大聖上に在り大賢下に居て教を敷J くときは「学校J も有益であったことによく思 

いをいたし，今はその状況に少しでも近づくことが必要である。即ち「君相共に文武の道の離るぺ

r三田学会雑誌J 75卷3号 （1982年6月）

注〔27) r景岳全集』233頁。 <
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からざるを体認しJ , まず「人君は上に在て慈愛• 恭偷• 公明•正大の心を操って是を古聖賢に質 

し是れを武備に練り，是を聖教に施すに性情に本づき舞倫により至誠側恒を以て臣僚を率ひ黎庶を 

治J め，宰相たる「執政大夫J は 「此人君の心を体してJ その盛意を享行すべきである。さらに諸 

有司は「君相の意を裏てJ r公に享じ下を治めJ , 又 r文武術の師範に諭して其ま味を啓らき固執鄙 

野の陋習を去て上君相に視て門弟子を誘ふに真文真武を以てし治教を裤益せん享を酶ゆ」べきであ 

る。

こ う な れ ぱ r文 武 の 教 . 学校の政己に廟堂の上に立を以て臣僚自から道に灌ひ，士道の尽さん *

を思ふは自然の勢にして，人々君相の心を心とするに至れば経史を閲し刀槍を試る皆掷源あって空

文偏武の伎能に流れず悉く其用を為さずといふ♦ なしJ という状況となり，自然と「真文真武の治

教J が実現するというのである。

一見観念的なこの譲論には，文武のあり方を論じることを通じて，実は従来の藩政府の執政姿勢,

换言すれぱ権力のあり方に正をせまるドラスティックな主張がこめられている。

即ち安政期において，藩政府は藩士に対してアプリオリに超越的•絶対的存在としてみずからを

位置づけようとして，学校教ぎをも権力の下に完全に.コントロールしつつ，上からの封建的イデオ

ロギ一の注入を重視する教まを行っていった。この時藩主は，全く学校教育の対象とゆ切り離され

た存在であったことは勿論である。

だが「三論」に於ては，藩主及び藩政府はアプリオリに絶対化されることは否定され，三代の治

教に限りなく近づくことが要求される中で，あらたに無限に相対化された"君主’’を核とする権力形

態が理想として掲げられるに至ったのである。このもとでの藩士教育は，みずから文武修業によっ

て聖徳をみがく君主をはじめとする，権力中枢の人間の政治姿勢にならうなかからおのずとなされ

るものとされ，学校独自の機能はむしろ否定されていると言ってよい。

ここに至って，将軍継嗣運動の失敗• 東北行違享件を経て，事実上相対化された形で復権した"君

主’，松平春嶽（藩主ではない。）の存在が，相対的ながらもしかも確たるレゾンデートルをもつものと

して理論的に規定されると同時に，藩校明道館はその存在を否定されないまでも政治的生命を奪わ
(28)

れ，以後藩政の前面から姿を消すことが決定づけられたのである。

おわりに

以上の考察から，「国是三論」（天）ま国論. （地）強兵論. （人) 士道が，それぞれ安政改革におけ 

る節儉政策• 軍事改革• 文武政策という，改革の三つの柱に対応する形で説かれていることは明ら

注〔2 8 )福弁城三ノ丸に創設された明道館は，文久年間にA軒町（宝永中町）士族屋敷へ移転している。 （文部省紘務局編 

I■日本教育史資料J 1890,卷2 , 38 . 39頁参照。）
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かである。

今その主張を要約すれぱ次のようになる。（1)安政期の経済政策としての「節儉J 政策を拱し，安 

政末年頃から左内の交易言国論を素地として，小捕の指導のもとに展開されていた開港に伴う積極 

的経済政策の実績をふまえつつ，海外交易の活用による富民• 言藩政策を政策体系の中軸に据える。 

(2)軍事改革については，嘉永期以来の陵軍中心の改革実績を前提としつつも，きびしい世界状勢を 

直視する中で， •■宇大J に 「仁風J を布かんとする壮大な理念に立って，あえて海軍の形成に重点 

を置く。（3)最後に安政改革期政策体系の要をなした明道館教育体制を払拭し，あわせてその根源た 

る藩権力中枢の強権的な政治姿勢を正する。

こうした主張を通じて， 「国是三論J は天保期以来の改革の集約としての安政期藩政改革路緣 

(理念とそれに基づく政策体系）を最後的に解体し，あらたな改革路線を提唱したのである。

越前藩はおそくとも文久元年初頭にはこの「国是三論」を藩是として高く掲げ，以後この方向に 

沿って鋭意文久改革をおしすすめていくことになるが，この路線変更の契機として，政治的には安 

政の大獄をはさんでの中央に於ける政治運動からの撤退，経済的には開港という，越前藩をおおう 

歴史的大状況があったことはやはり確認しておかなければなるまい。

こうみてくると，表面上改革主体に大きな変化がみられず，従って従来の研究がすべて前藩安 

政改革と文久改革を連続的過程として把えてきたにもかかわらず，両改革の間には歴史的性格の質 

的差違があることを想定せざるをえない。勿論その根本には，外圧という直接的危機に臨んで，歷 

史状況の推移の中で藩権力が何を最重要課題とみなすかという認識のちがいがあったと考えられる。 

その点に関して敢えて言えば，安政改革期最大の課題が幕藩権力，換言すれば支配階級総体の政治 

的結集にあったとすれぱ，文久期のそれは，小商品生産者農民を中核とする被支配階級の懐柔によ 

る藩権力支配の再編にあったとみなしうるのではなかろう力ぐ

そしてここで浮かび上ってきた両改革の質的差違認識への展望は，つきつめていけぱ雨時期の藩 

権力の性格評価の問題にかかわり，さらには両時期の同藩による公武合体運動（安政期将軍継嗣運動 

と文久期幕政改革運動）の性格評価の問題にまでつらなっていく重要なモメントをはらんでいるはず 

である。

今そこまで言及する準備はもたないが，幕藩制国家を解体する一つの樓として，藩権力の経済的 

自立化指向と，それを基礎とする藩権力によるr公儀J 即ち幕府権力改造への政治的動きをみると 

すれば，⑩前藩におけるその起点は文久改革期に求められるという点を最後に指摘しておきたい。

〔なお本稿は慶應義塾学享抜興資金の研究抵助による研究成果の一部である。〕

(慶抵義塾高等学校教諭〉.
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